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自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

　国民健康保険は、被保険者の年齢構成の上昇による医療費水準の高

騰や、区市町村ごとの財政状況・所得水準の違いに伴う都道府県内で

の保険料水準の差が生じていることなどが課題となっています。こ

のため、30年度から国民健康保険の保険者に都道府県が加わり、財政

運営の責任主体となって基盤強化を図る制度改正が行われます。

※資格や給付の各種届け出、保険料の納付などは、現在と同様に区市

町村の窓口で行います。

【問合せ】区医療保険年金課庶務係（本庁舎4階）（5273）3880へ。

　都道府県内で引っ越した場合、高額療養費の多数回該当が通算される

ようになるため、該当者の自己負担が軽減できます。また、都道府県から

広域的な視点による支援を受け、保健事業を効果的に実施します。

新宿区

保保険険給給付付にに必必要要なな費費

用用をを全全額額、、区区市市町町村村

へへ交交付付金金ととししてて交交付付

●●町

●●市

区市町村が

　個別に運営
3月まで

新新たたなな運運営営体体制制ののイイメメーージジ

新宿区

●●町

区市町村と都道府県がとも

　に運営
4月から

東東京京都都

（運営方針

の策定）

●●市

制制度度改改正正にによよりり変変わわるるこことと

30年度から国民健康保険の制度が変わり

保険者に都道府県が加わります

問合せ

保険料のお知らせを

4月2日に発送します

　4月・6月・8月に支給される年

金から引き落とし（天引き）にな

る保険料のお知らせを、4月2日

に発送します。

30年度の保険料が確定する前

　の仮の保険料額でお知らせし

　ます

　30年度の保険料は、29年中の

所得に基づいて確定します。確

定するまでの間、4月・6月・8月

に年金から引き落とされる保

険料額は、30年2月支給の年金

から引き落とされた金額と同

額を引き落とします。

30年度の保険料額は確定後に

　改めてお知らせします

　29年中の所得に基づき改め

て30年度の保険料を計算し、

国民健康保険料は6月中旬に、

後期高齢者医療保険料は7月

中旬に、確定後の保険料をお知

らせする予定です。

※保険料の支払いが「年金引き

落とし」以外の方の30年度の保

険料額も、国民健康保険料は6

月中旬に、後期高齢者医療保

険料は7月中旬に、お知らせする

予定です。

「年金引き落とし」から

「口座振替」への変更　

　保険料の支払いは、申し出に

より8月引き落とし分以降、「年

金引き落とし」から「口座振替」に

変更することができます。ご希

望の方はお問い合わせくださ

い。

※後期高齢者医療制度では「口座

振替」に変更した場合でも、保険

料を滞納した場合は、年金からの

引き落としに切り替わることが

あります。

よ
り
使

い
や
す
い
サ

ー
ビ
ス
へ

44月月
かか
らら
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
を
一
部
変
更
し
ま
す

引っ越しの季節です 届け出をお忘れなく

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が

年金から引き落とされている方へ

　日本に住所のある20歳以上60歳未満の方全員が国民年金に加入する必要がありま

す（外国籍の方や中長期在留の留学生を含む）。国民年金に加入しなかったり、保険料を

未納のままにしていると、将来の「老齢基礎年金」や、万一のときの「障害基礎年金」「遺族

基礎年金」が支給されない場合があります。所得が少ないなどの理由で保険料の納付が

難しい場合には、保険料の免除・猶予の制度をご利用ください。

◆国民年金資格の取得と喪失・保険料の

免除…区医療保険年金課年金係（本庁舎

4階）（5273）4532・（3209）1436

◆国民年金の給付の申請…区医療保険

年金課年金係（本庁舎4階）（5273）

4338・（3209）1436

◆国民年金の納付・厚生年金の申請等…

新宿年金事務所（大久保2―12―1）

（5285）8611・（5385）8649

◆一般の年金相談

給付について…ねんきんダイヤル

0570（05）1165、国民年金資格の取

得と喪失、保険料免除について…ねんき

ん加入者ダイヤル0570（003）004

◆東京都国民年金基金 0120（65）

4192（フリーダイヤル）・（5285）8800

◆日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料後納制度のご利用を

　平成30年9月30日までは、過去5年以内の保険料を納められます。保険料の納付には、

事前に年金事務所への申請が必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

　国民年金の加入中等に初診日がある病

気やけがなどで障害の状態になり、障害認

定日（※）に障害等級の1級または2級に該

当した場合は、障害認定日から障害基礎年

金を受けることができます。受給には、保

険料を一定期間以上納めていることが必

要です。

　また、20歳前に初診日がある病気やけ

がなどで障害の状態になった方は、障害等

級の1級または2級に該当した場合、原則と

して20歳から障害基礎年金が受給できま

す。本人に一定額以上の所得等がある場合

は支給が制限されます。

※初診日から1年6か月を経過した日また

はその期間内に症状が固定した日

現在の状況 届け出理由 届け出先 届け出後の種別

自営業・学生・

無職などの方
20歳になった

区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

第2号被保険者
の被扶養配偶者

配偶者の勤務先 第3号被保険者

第1号被保険者

区外から転入した
届け出は不要

第1号被保険者

区内で転居した

海外へ転出するが

国民年金保険料を

納めたい

国内に協力者になる親族がいる

方…区医療保険年金課・特別出張所

国内に協力者になる親族がいな

い方…新宿年金事務所

海外から転入した 区医療保険年金課・特別出張所

就職した 勤務先 第2号被保険者

第２号被保険者である

配偶者の扶養になった
配偶者の勤務先 第3号被保険者

第2号被保険者

退職した 区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

第２号被保険者である

配偶者の扶養になった
配偶者の勤務先 第3号被保険者

第3号被保険者

就職した 勤務先 第2号被保険者

配偶者が退職した

配偶者が65歳になった
扶養ではなくなった

区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

配偶者が転職した

（第2号被保険者を継続）
配偶者の新しい勤務先 第3号被保険者

　国民年金加入者の3つの種別

第1号被保険者…自営業・自由業などの方と配偶者、学生・アルバイトなどの方

第2号被保険者…会社員・公務員（厚生年金の加入者）などの方

第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者

★学生納付特例制度…在学中の保険料を社

会人になってから納付できる制度です。学

生で、本人の前年の所得が一定額以下の方が

申請できます。申請手続きは毎年必要です。

★免除制度…学生以外で、本人だけでな

く、配偶者・世帯主の所得が一定額以下の

場合に、保険料の納付が全額または一部免

除されます。

★納付猶予制度…50歳未満（平成28年6月

までは30歳未満）で、世帯主の所得にかか

わらず本人・配偶者の所得が一定額以下の

場合に、保険料の納付が猶予されます。

※いずれの制度も、申請時点の2年1か月

前の月分までさかのぼって、申請できま

す。申請期間に対応する前年の所得で審査

するため、承認されない場合もあります。

みんなの生活を支えています

国国国 民民民 年年年 金金金

●30年度の国民年金保険料

　29年度よりも、月額で150円引き下

げられます。

【定額保険料】月額1万6,340円

【付加込み保険料】月額1万6,740円

※付加年金…月額400円を上乗せして

納付すると、老齢基礎年金額を増やせま

す（増やせる金額は年額200円×付加込

み保険料納付月数）。

●30年度の年金額（年額）

【老齢基礎年金】77万9,300円（満額の場

合）

【障害基礎年金】1級…97万4,125円

2級…77万9,300円

【遺族基礎年金】77万9,300円

【障害・遺族基礎年金の子の加算額】

第1子・第2子…22万4,300円

第3子以降… 7万4,800円

30年度の保険料のお知らせを

お送りします

保険料の支払いが難しいときは免除・猶予の申請を

ご存じですか 障害基礎年金

国民健康保険料の算定…

医療保険年金課国保資格係

（本庁舎4階）（5273）4146・

（3209）1436へ。

国民健康保険料の口座振

替…医療保険年金課国保収

納係（本庁舎4階）（5273）

4158・（3209）1436へ。

後期高齢者医療保険料…

高齢者医療担当課高齢者医

療係（本庁舎4階）（5273）

4562・（3203）6083へ。
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成
か
ら
設
立
登
記
ま
で

【
日
時
】

4月

17日

午
後

6時

45分

～

8時

45分

【
内
容
】
基
本
事
項
の
決
定
～
官
公
署

へ
の
届
け
出
等
法
人
設
立
に
必
要
な

手
続
き（
講
師
は
瀧
口
徹
・

B
L
Pネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
）



N
P
Oの

組
織
・
運
営
講
座

　
～
強
い

N
P
Oを

作
ろ
う

【
日
時
】

4月

24日

午
後

6時

45分

～

8時

45分

【
内
容
】
事
業
の
進
め
方
、
人
員
の
使

い
方
、資
金
の
調
達
と
管
理
ほ
か（
講

師
は
手
塚
明
美
・
認
定

N
P
O法

人

藤
沢
市
民
活
動
推
進
機
構
事
務
局

長
）…
…
…〈
以
下
共
通
〉…
…
…

【
対
象
】
社
会
貢
献
活
動
に
関
わ
っ
て

い
る
方
、
こ
れ
か
ら
始
め
る
方
ほ
か
、

20名

【
費
用
】
千
円（
資
料
代
等
）

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

27日

か
ら

新
宿

N

P

O協
働
推
進
セ
ン
タ
ー

（
高
田
馬
場

4―

36―

12）

（

5
3

8
6）

1
3
1
5・

（

5
3
8
6）

1

3
1
8・


h
iro

b
a
@
s-n

p
o
n
e
t.

n
e
tへ
。
先
着
順
。

硬
式
テ
ニ
ス

シ
ン
グ
ル
ス
大
会
・
女
子

【
日
時
】

5月

13日

午
前

9時
～
午

後

5時

【
会
場
】
甘
泉
園
公
園
庭
球
場
（
西
早

稲
田

3―

5）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
で

18歳
以

上
の
女
性
、

30名

【
内
容
】

6ゲ
ー
ム

1セ
ッ
ト
マ
ッ
チ

【
費
用
等
】
千

500円
と
ボ
ー
ル

1缶

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

5

面
記
入
例
の
ほ
か
年
齢
を
記
入
し
、

4月

10日（
必
着
）ま
で
に
区
硬
式
庭

球
連
盟
・
古
山
寛
（
〒

1
6
2・
0
0

4
1早

稲
田
鶴
巻
町

535）（

3
2
0

2）

5
8
7
6へ

。応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
。

エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
新
宿

4月
の
展
示

【
期
間
・
内
容
】
展
示
時
間
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

区
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼

3月

30日

～

4月

2日

…

岸
本
ち
ゑ
み
水
彩
画
展
～
「
風
景

画
」
と
「
う
ち
の
ワ
ン
コ
は
世
界

一
」、
▼

3日

～

8日

…

2
0

1
8第

27回
新
宿
区
美
術
会
展
～

デ
ッ
サ
ン
を
中
心
に（
絵
画
）、▼

11

日

～

15日

…
第

36回
木
葉
会

展
（
絵
画
）、
▼

4月

30日

～

5

月

6日

ヒ
マ
ラ
ヤ
光
の
詩

3
r

d小
野
克
之
作
品
展（
絵
画
）

　

環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

▼

3月

28日

～

4月

1日

…

東
京
都
退
職
校
長
会
絵
画
ク
ラ
ブ

「
第

27回
水
墨
画
み
す
み
会
展
」

※
そ
の
他
の
期
間
は
常
設
展
示

【
会
場
・
問
合
せ
】
エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ

ー
新
宿
（
西
新
宿

2―

11―

4）

（

3
3
4
8）

6
2
7
7へ

。

問合せ

　
区
民
主
体
の
地
域
活
動
団
体
が

行
う
取
り
組
み
へ
の
支
援
に
よ

り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性

化
・
絆
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。
今

回
は
、

30年
度
第

1回
の
助
成
事

業
の
募
集
で
す
。

2回
目
の
募
集

は

6月
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
、
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
後

号
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
対
象
】次
の
い
ず
れ
か
の
団
体

▼
町
会
・
自
治
会
、
地
区
町
会
連
合

会
、
地
区
協
議
会
、
ま
た
こ
れ
ら
い

ず
れ
か
の
団
体
を
含
む
実
行
委
員

会
、
▼
一
定
の
要
件
を
備
え
た
地

域
活
動
団
体
や

N
P
O法

人
等

【
助
成
対
象
事
業
】

4月

1日

～

6月

30日

に
実
施
す
る
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

▼
地
域
全
体
の
課
題
解
決
に
資
す

る
、
▼
安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

に
資
す
る
、
▼
地
域
交
流
の
促
進

に
資
す
る

【
助
成
金
額
等
】
原
則
と
し
て
助
成

対
象
経
費
の

10分
の

9（

1事
業

に
付
き
上
限

10万
円
）

※

5月
中
に
実
施
す
る
審
査
会
を

経
て
、

6月

1日

に
交
付
対
象

事
業
を
決
定
し
ま
す
。

【
申
込
み
】

4月

2日

～

27日


に
所
定
の
申
請
書
等
を
事
業
を
実

施
す
る
地
域
の
特
別
出
張
所
（
特

別
出
張
所
所
管
地
区
以
外
は
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

4
1
2
7へ

。
申
し
込
み
前
（

4月

27日

ま
で
に
事
業
を
実
施
す
る

場
合
は
実
施
前
）
に
申
請
内
容
に

つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
申
請
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
特
別
出
張

所
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
係
で
配
布
す
る
募
集
要

項
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
の
地
域
で
の
生
活
を
支
援

す
る
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

の
内
容
を
次
の
と
お
り
変
更
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支

援
係（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
3
0
5・


（

5
2
7
2）

0
3
5

2へ
。

寝
具
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス

　

65歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は

寝
た
き
り
等
で
、
寝
具
の
衛
生
管
理

が
難
し
い
方
に
、
寝
具
の
乾
燥
消
毒

（
年

11回
）と
水
洗
い（
年

1回
）を
し

ま
す
。

【
変
更
内
容
】対
象
／
「
一
人
暮
ら
し

の
方
」ま
た
は
「
寝
た
き
り
等
の
方
」

に
加
え
、「
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

（
日
中
高
齢
者
の
み
と
な
る
世
帯
の

方
を
含
む
）
」を
対
象
に
追
加

回
復
期
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

　

65歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
等
で
、

退
院
直
後
な
ど
の
た
め
一
時
的
に
身

体
機
能
が
低
下
し
て
い
る
方
に
、

3

か
月
を
限
度
に
家
事
援
助
や
身
体
介

護
を
行
う
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま

す
。

【
変
更
内
容
】
▼
対
象
／
「
一
人
暮
ら

し
の
方
」ま
た
は
「
高
齢
者
の
み
の
世

帯
の
方
」
に
加
え
、「
日
中
高
齢
者
の

み
と
な
る
世
帯
の
方
」
を
対
象
に
追

加▼
利
用
者
負
担
／
生
活
保
護
を
受
給

中
の
方
に
加
え
、
住
民
税
が
非
課
税

の
方
も
利
用
者
負
担
な
し

徘
徊
高
齢
者
探
索
サ
ー
ビ
ス

　

60歳
以
上
で
認
知
症
に
よ
る
徘
徊

（
は
い
か
い
）の
あ
る
方
を
在
宅
で
介

護
す
る
家
族
に
、
位
置
情
報
専
用
端

末
機
を
貸
し
出
し
、
利
用
料
等
を
助

成
し
ま
す
。

【
変
更
内
容
】
利
用
者
負
担
／
住
民

税
が
非
課
税
の
方
、
生
活
保
護
を
受

給
中
の
方
の
利
用
者
負
担
な
し
（
新

設
）

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各

記事で指定がある

場合のみ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記入例

地
域

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

事
業

に

助
成

し
ま
す

健健康康保保険険ののおお知知ららせせ

都都がが区区市市町町村村

ごごととにに決決定定しし

たた国国保保事事業業費費

納納付付金金をを納納付付

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
・
絆
づ
く
り
の
た
め
に
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